
（平成２３年１月１３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 18 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 15 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 14 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 10 件

年金記録確認茨城地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



茨城国民年金 事案 1127 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年４月から同年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年４月から同年８月まで 

ねんきん特別便で納付記録を確認したところ、申立期間の国民年金保険

料が未納とされていた。 

昭和 43 年 6 月に会社を退職後、国民年金の加入手続を行い、現在まで未

納なく納付してきた。 

このため、申立期間の保険料のみが未納とされていることに納得がいか

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は５か月と短期間であり、申立人は申立期間を除く国民年金に加

入した以降、保険料を全て納付している。 

また、オンライン記録により、申立人は、申立期間の前後の国民年金保険

料について現年度納付している事実が確認できることから、時効未到来であ

った申立期間の保険料のみが未納であったとは考え難い。 

さらに、年度内において納付済期間と未納期間が混在する場合に存在する

はずの国民年金被保険者台帳（特殊台帳）が存在せず、行政側の申立人に係

る台帳管理が適切に行われていなかった事情がうかがえる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



茨城国民年金 事案 1128 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年７月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 46年７月から 47年３月まで 

私の国民年金については、父が加入手続を行い、申立期間の保険料を納

付し、その後の保険料は、両親の分と合わせて納税組合を通じて納付して

いた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は９か月と短期間である上、申立人は、国民年金に加入後、申立

期間及び第３号被保険者期間を除き保険料を全て納付している。 

また、申立人が国民年金に加入した時期は、申立人が所持する国民年金手

帳の発行日と前の任意加入者の国民年金手帳記号番号から、昭和 47 年２月

24 日から同年同月 28 日の間であると考えられることから、現年度納付が可

能な申立期間の保険料を納付しなかったとは考え難い。 

さらに、申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付したとする申

立人の父は、昭和 36 年４月から 60 歳到達により国民年金被保険者資格を喪

失するまで、厚生年金保険加入期間を除き、保険料を全て納付しており、申

立人の母も、36 年４月から 60 歳到達により国民年金被保険者資格を喪失す

るまで、保険料を全て納付している。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



茨城国民年金 事案 1129 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年７月から同年９月まで 

    ねんきん特別便を確認したところ、昭和 47 年７月から同年９月までの国

民年金保険料の納付事実の確認ができなかった。 

昭和 47 年７月 21 日にＡ銀行で申立期間の３か月分の保険料（1,650

円）を納付したことを証明する領収証書が手元にある。 

このため、申立期間について、保険料の納付事実が確認できないことに

納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であるとともに、申立人から提出された領収証

書により、昭和 47 年７月 21 日に同年７月から同年９月までの国民年金保険

料（1,650 円）を納付していることが確認できるが、申立人に係る国民年金

被保険者名簿によれば、47 年７月１日に同資格を喪失したとして、当該期間

の保険料が還付されている（還付年月日は不明）。 

また、申立人に係る国民年金被保険者名簿により、昭和 47 年７月から同年

９月までの欄の納付済の記録が「不用」と訂正されていることが確認できる。 

一方、Ｂ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、申立人は、申

立期間直後の昭和 47 年 10 月１日に被保険者資格を取得していることが確認

できる。 

以上のことから、申立期間については、本来、国民年金の強制加入被保険

者期間であり、国民年金保険料が納付されていたにもかかわらず還付手続が

行われ、未加入期間となっていることについては、行政側による事務処理の

瑕疵
か し

があったと認められる。 



その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



茨城厚生年金 事案 1245 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る

記録を昭和 44年 11月１日に訂正し、申立期間②の標準報酬月額を５万 2,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 42年８月１日から 43年８月１日まで 

           ② 昭和 44年 11月１日から 45年９月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ｂ社に勤務して

いた期間のうち、昭和 42年８月１日から 43 年８月１日までの期間及びＡ社

に勤務していた期間のうち、44 年 11 月１日から 45 年９月１日までの期間

について、記録が無かった旨の回答を受けた。 

昭和 44年 11月頃、Ｂ社は、Ａ社に社名が変わったことは記憶しているも

のの、業務形態に変更は無かったほか、事業所所在地も同じであった。 

結婚退職するまで、同じ勤務場所にて同じ仕事をしていたことは間違いな

いので、両申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、オンライン記録によると、申立人は、昭和 43 年８

月１日にＢ社における厚生年金保険被保険者資格を取得し、44年 11月１日

に同資格を喪失してから、45 年９月１日にＡ社における被保険者資格を取

得するまでの期間において、厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

一方、申立人が名前を挙げた同僚（以下「同僚Ｃ」という。）に照会した

ところ、申立人は、Ｂ社に入社した後、Ａ社を退職するまで、継続して勤務

していた旨のほか、Ｂ社とＡ社の所在地は同一であり、自身及び申立人は、

勤務場所が変わることはなく、申立期間中、Ａ社に勤務していた旨の証言が

得られた。 

また、同僚Ｃから、自身及び申立人は、勤務期間を通してＤ職として勤務

しており、申立期間においても勤務内容に変更は無かった旨のほか、給与か

ら申立期間に係る社会保険料として、厚生年金保険、健康保険、雇用保険等



の保険料が控除されていた旨の証言が得られた。 

さらに、同僚Ｃは、入社後に、健康保険証を事業所に返したことは無いと

している。 

加えて、登記簿目録により、Ａ社は、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所に

該当しなくなった日である昭和44年11月１日に設立したことが確認できる

ところ、オンライン記録では、その時点において同社における被保険者資格

を有していた者は申立人を含め７人いることが確認できるとともに、全員が

45 年９月１日に新規適用となったＡ社において被保険者資格を取得してい

ることが確認できる。 

また、労働局に照会したところ、事業所は不明であるものの、Ｅ市区町村

及びＦ市区町村内の事業所において、上記７人のうち、申立人について、昭

和 43年８月１日から 45年 10月 26日までの期間、継続して雇用保険に加入

していたことが確認できる旨のほか、４人について、申立人と同様、43 年

８月１日からそれぞれ会社を退職するまでの期間、継続して雇用保険に加入

していたことが確認できる旨の回答が得られた。 

これらのことから、Ａ社には、申立期間において、適用事業所の要件を満

たす５人以上の従業員が在籍していたものと判断される。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、Ａ社

に勤務し、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されているものと認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係るオンライ

ン記録における昭和 45 年９月の記録から、５万 2,000 円とすることが妥当

である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は申立期間において適用事業所となる要件を満た

していたにもかかわらず、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行ってい

なかったと認められることから、申立期間に係る保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

２ 申立期間①について、申立人がＢ社に勤務していたことは、当時の同僚の

証言から推認できる。 

一方、申立期間にＢ社において厚生年金保険被保険者資格を有していた者

のうち、存命中で連絡先が判明した８人に照会したところ、４人から回答が

得られたものの、申立人に係る厚生年金保険の加入に関する具体的な証言は

得られなかった。 

また、申立人及び同僚Ｃが名前を挙げた者 10 人の厚生年金保険被保険者

記録を調査したところ、うち６人が、申立人同様、申立期間に被保険者資格

を有していないことが確認できる。 

さらに、閉鎖登記簿謄本及び事業所別被保険者名簿に記載されている事業

主は、既に他界又は連絡先不明のため、当時の状況について照会することが

できない。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除された



事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申立期

間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 1246 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を平成 18年１月７日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 18万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履

行していたか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 56年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年 12月 31日から 18 年１月７日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務して

いた期間のうち、平成 17 年 12 月 31日から 18年１月７日までの期間につい

て、加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

私は、平成 18 年１月６日まで勤務し、厚生年金保険料も控除されていた

ので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された雇用保険受給資格者証（写し）により、申立人は、平

成 17年７月１日に雇用保険被保険者資格を取得し、18年１月６日に離職して

いることが確認できるとともに、申立人から提出された給与明細書により、申

立人は、申立期間において、Ａ社から給与が支払われていること及び厚生年金

保険料が控除されていることが確認できる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出された給与明細

書により確認できる給与支給総額及び保険料控除額から、18 万円とすること

が妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、これ

を確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 



茨城厚生年金 事案 1247 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬

月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立

期間①のうち、平成５年１月から同年７月までの標準報酬月額を 34 万円に、

同年８月から６年９月までの標準報酬月額を 41 万円に訂正することが必要で

ある。 

また、申立期間②について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立人の申立期間②に係る標準報酬月額の記録を 41 万円に訂正することが必

要である。 

なお、事業主は、申立人の当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成５年１月５日から６年 10月１日まで 

             ② 平成６年 10月１日から８年 10月１日まで 

年金事務所で厚生年金保険の加入記録を確認したところ､Ａ社に勤務して

いた期間のうち、平成５年１月から８年９月までの期間の標準報酬月額が、

実際の給与額と大幅に相違していることが判明した。 

当時の給与支給額が確認できる給与明細書の写しを提出するので、当該期

間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録によれば、申立人のＡ社における申

立期間に係る標準報酬月額は、平成５年１月から同年７月までの期間は 34

万円、同年８月以降は 41 万円となっていたところ、６年４月 20 日付けで、

申立人を含む 43 人について、５年８月１日の随時改定（標準報酬月額 41

万円）を遡及して取り消した上、６年４月 21 日付けで、５年１月５日に遡

及して、同年１月から同年７月までの標準報酬月額を 26 万円に訂正してお

り、当該標準報酬月額が６年９月まで継続していることが確認できる。 

 一方、申立人から提出された平成５年１月分から６年９月分までの給与明

細書により、申立期間の給与は、それぞれ訂正前の標準報酬月額に相当する



額であることが確認できる。 

また、Ａ社が加入しているＢ健康保険組合の記録では、申立人の標準報酬

月額は、平成５年１月から同年７月までは 34 万円、同年８月から６年９月

までは 41 万円となっており、当該記録は訂正前のオンライン記録と一致し

ている。 

さらに、申立期間当時の標準報酬月額の取扱いについて、Ａ社は、資料を

既に処分しているほか、当時の社会保険の担当者や社員も既に退職している

ことから不明としているが、当委員会のほかに、本件と同様の申立事案とし

て、年金記録確認Ｃ地方第三者委員会に同社に係る事案が申し立てられてい

るところ、当該事案の調査に対し、当時の事業主は、上記の平成６年４月

20日付け及び同年４月 21日付けの訂正処理について、６年頃、厚生年金保

険料を滞納していたことから、社会保険事務所の担当職員に相談し、助言を

受けて手続を行ったと証言している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、上記のような記

録訂正処理を行う合理的な理由は見当たらないことから、標準報酬月額に係

る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た平成５年１月から同年７

月までの標準報酬月額を 34 万円に、同年８月から６年９月までの標準報酬

月額を 41万円に訂正することが必要であると認められる。 

なお、当該遡及訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成６年 10

月１日）で、申立人の標準報酬月額は 26 万円と記録されているところ、当

該処理について遡及訂正との直接的な関係をうかがわせる事情が見当たら

ず、社会保険事務所の処理が不合理であったとは言えない。 

 

２ 申立期間②について、申立人から提出された給与明細書により、オンライ

ン記録を超える給与が支給されていること、及びオンライン記録を超える標

準報酬月額に見合う厚生年金保険料が控除されていることが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（平成 19 年法律第 131 号）に基づき、標準報酬月額を改定及び決定し、こ

れに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除して

いたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見

合う標準報酬月額の範囲であることから、これらの標準報酬月額のいずれか

低い方の額を設定することとなる。したがって、申立期間に係る申立人の標

準報酬月額については、給与明細書において確認できる保険料控除額から、

41万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に見合う保険料を納付したか否

かについては、上記給与明細書において確認できる保険料控除額に見合う標

準報酬月額とオンライン記録により確認できる標準報酬月額が長期間にわ

たり一致していないことから、事業主は、当該期間の標準報酬月額について、

上記給与明細書において確認できる保険料控除額に見合う報酬月額を届け

出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に見合う保険

料について、納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する



義務を履行していないと認められる。 



茨城厚生年金 事案 1248 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬

月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立

期間に係る標準報酬月額を 32万円に訂正することが必要である。 

また、申立期間②について、申立人は、厚生年金保険被保険者として、その

主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額

を、平成９年６月から 10年１月までは 32万円、同年２月から同年９月までは

34万円に、それぞれ訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成７年 10月１日から８年 10月１日まで 

             ② 平成９年６月１日から 10年 10月１日まで 

ねんきん定期便を確認したところ、Ａ社に勤務していた平成７年 10 月１

日から８年 10 月１日までの期間及び９年６月１日から 10 年 10 月１日まで

の期間について、標準報酬月額が手元の給与支給明細書の給与支給額と大き

く相違していることが判明した。 

このため、両申立期間の標準報酬月額を給与支給額に見合う額に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、オンライン記録では、申立人のＡ社における標準報

酬月額は、当初、32万円と記録されていたところ、平成７年 12月７日付け

で、同年 10月１日に遡及して訂正され、14 万 2,000円に引き下げられてい

ることが確認できる。 

    一方、申立人から提出された、平成７年 10 月分から８年９月分までの給

与支給明細書により、各月の給与支給額は、訂正前の標準報酬月額に相当す

る額であることが確認できる。 

    また、申立人が名前を挙げた同僚に照会したところ、申立期間当時、Ａ社

は経営不振に陥っており、給与の遅配もあった旨の証言が得られた。 



    これらの事情を総合的に判断すると、社会保険事務所において、上記のよ

うな記録訂正処理を行う合理的な理由は見当たらないことから、標準報酬月

額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 32 万円に訂正す

ることが必要であると認められる。 

 

  ２ 申立期間②について、申立人から提出された平成９年６月分から 10 年９

月分までの給与支給明細書により、オンライン記録上の標準報酬月額より高

い額に対応する保険料額（平成９年６月分から 10年１月分までは 32万円相

当、10年２月分から同年９月分までは 34万円相当）が控除され、同記録上

の標準報酬月額より高い額の給与（34 万円相当）を受けていることが確認

できる。 

    また、申立人は、申立期間に係る標準報酬月額の相違について申し立てて

いるが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（平成 19 年法律第 131 号）に基づき、標準報酬月額を改定及び決定し、こ

れに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除して

いたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見

合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。 

    したがって、申立期間に係る標準報酬月額については、給与支給明細書に

おいて確認できる控除額から、平成９年６月から 10 年１月までは 32 万円、

同年２月から同年９月までは 34万円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人の主張する標準報酬月額に見合う保険料を納付した

か否かについては、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっ

ているほか、当時の事業主及び社会保険担当者とされる者に照会したものの

回答が得られず、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料、周辺事情が無いことから、行

ったとは認められない。 



茨城厚生年金 事案 1249 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格取得日

に係る記録を昭和 51 年４月１日に訂正し、同年４月から同年７月までの標準

報酬月額を９万 8,000円に、同年８月の標準報酬月額を７万 6,000円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年４月１日から同年９月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社Ｂ事業所に

勤務していた期間のうち、昭和 51 年４月１日から同年９月１日までの期間

について、加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

手元の給与明細書により、厚生年金保険料が控除されていることが確認で

きるので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された申立期間に係る給与明細書及び申立人の健康診断結

果並びにＡ社及び当時の同僚の回答から、申立人は申立期間当時、Ａ社に勤務

していたと認められるとともに、給与明細書により、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額から、

昭和 51 年４月から同年７月までについては９万 8,000 円に、同年８月につい

ては７万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかにこれを確認できる関係資料及び周

辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 



茨城厚生年金 事案 1250 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格喪失日

に係る記録を昭和 44 年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万

8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年２月７日から同年３月１日まで 

年金事務所に照会したところ、Ａ社Ｂ事業所に勤務していた期間のうち、

昭和 44 年２月７日から同年３月１日までの期間について、記録が無い旨の

回答を受けた。 

上記期間にＡ社Ｂ事業所に勤務していたことは間違いないので、同期間に

ついて厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る人事記録の写しにより、申立人が、申立期

間において、同社Ｂ事業所に勤務していたことが確認できる。 

また、Ａ社から、申立期間における社会保険の取扱いについて、事業所ごと

に加入し、各事業所が届出事務等を行っていたが、給与計算及び社会保険料控

除については、本部にて一括して行っていた旨のほか、申立人について、申立

期間に係る厚生年金保険料を給与から控除していた旨の回答が得られた。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、Ａ社Ｂ

事業所に勤務し、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたもの

と認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所における

厚生年金保険被保険者原票の昭和 44 年１月の標準報酬月額から、１万 8,000

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ａ社はこれを確認できる関連資料が無いため、不明としており、このほ

かに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断を

せざるを得ない。 



また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



茨城厚生年金 事案 1251 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に

係る記録を昭和 39年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 4,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年５月 31日から同年６月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務して

いた期間のうち、昭和39年５月31日から同年６月１日までの期間について、

厚生年金保険の加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

昭和 36 年４月１日に入社してから退社するまで、継続して勤務していた

ことは間違いないので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であった

ことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

労働局に照会したところ、申立人のＡ社に係る雇用保険被保険者記録は、資

格取得日が昭和 36 年４月１日、離職日が平成 13 年３月 31 日となっている旨

の回答が得られたことから、申立人が申立期間に同社に勤務していたことが確

認できる。 

また、Ａ社から提出された「社員名簿」及び申立人から提出された同社発行

の「社員カード」によると、申立人は、昭和 36 年４月１日に同社Ｂ支店に入

社後、39年５月 25日付けで同社同支店から同社Ｃ支店に異動していることが

確認できる。 

このことについて、Ａ社に照会したところ、当時、月の中途で異動の発令が

あった場合、当該月の給与を支給した支店において、当該月の厚生年金保険料

を控除し、資格喪失日を翌月１日として資格喪失に係る届出を行っていたこと

から、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を同社Ｂ支店において控除さ

れていたものの、当時の事務担当者の誤りにより、資格喪失日を昭和 39 年６

月１日ではなく同年５月 31 日として届出されたものと考えられる旨の回答が

得られた。 



これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、Ａ社（Ｂ

支店）に勤務し、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたもの

と認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における厚生年金

保険被保険者原票の昭和 39 年４月の標準報酬月額から、１万 4,000 円とする

ことが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主から、申立期間当時、申立人の被保険者資格の届出を提出する際

に誤りがあった旨の回答が得られたことから、事業主は昭和 39年５月 31日を

資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る

同年５月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入

の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保

険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



茨城厚生年金 事案 1252 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間について、申立人は、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、当該期間の申立人のＡ社における標準報酬月額

を 53万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年７月１日から３年 10月１日まで 

ねんきん定期便を確認したところ、Ａ社に勤務していた期間のうち、平成

２年７月１日以降の標準報酬月額が、当時の給与額と相違していることが判

明した。このうち、平成３年 10 月１日以降については前回の申立てにおい

て調査済みであるため、今回、２年７月１日から３年 10 月１日までの期間

について、標準報酬月額を正しい額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ社の給与明細書により、申立人が申立期間において、

オンライン記録（41万円ないし 47万円）及び申立期間当時の標準報酬月額最

高等級である 53 万円を超える給与を支給されていたことが認められるととも

に、標準報酬月額 53 万円に見合う厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていることが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ａ社は既に清算結了している上、申立期間当時の代表者から回答が得ら

れなかったため不明であり、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 



茨城厚生年金 事案 1259 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ社Ｂ支店における申立人の被保険者記録

のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 46年２月 28日）及び資格取得日（同

年３月 23 日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を７万 2,000 円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年２月 28日から同年３月 23日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社Ｂ支店に勤

務していた期間のうち、昭和 46 年２月 28 日から同年３月 23 日までの期間

について、加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

Ａ社Ｂ支店には継続して勤務しており、給与支給明細書により申立期間の

保険料が引かれていることが確認できるので、申立期間について厚生年金保

険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ支店に係る事業所別被保険者名簿では、申立人は、昭和 35 年４月１

日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、46 年２月 28 日に同被保険者資格を

喪失後、再度、同年３月 23 日に同社において被保険者資格を取得しており、

同年２月 28日から同年３月 23日までの申立期間の被保険者記録が無い。 

一方、雇用保険の被保険者記録により、申立人は、Ａ社Ｂ支店において、昭

和 35年３月 17日に資格を取得し、平成 16年８月 31日に同社を離職している

ことが確認できる。 

また、申立人から提出された給与支給明細書により、申立期間に係る厚生年

金保険料が申立人の給与から控除されていることが確認できる。 

さらに、Ｃ健康保険組合に照会したところ、申立人は、昭和 35 年４月１日

に資格を取得し、平成 16 年９月１日に資格を喪失している旨の回答が得られ

た。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間にＡ社Ｂ支店に勤務し、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたもの



と認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出された昭和 46

年２月の給与支給明細書の保険料控除額から、７万 2,000円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにも

かかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを記録するとは考え難いことから、

事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行って

おり、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の保険料について

の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。)、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



茨城厚生年金 事案 1260 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ出張所における資格喪失日

に係る記録を昭和 48 年 10 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万

4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 48年９月 29日から同年 10月 10日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務して

いる期間のうち、昭和 48年９月 29日から同年 10月 10日までの期間につい

て、加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

私は、昭和 46 年４月１日にＡ社に入社して以降、途中で退社や休職もし

たことはないので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

労働局に照会したところ、申立人は、昭和 46 年４月１日にＡ社において雇

用保険被保険者資格を取得してから現在まで継続して雇用保険に加入してい

る旨の回答が得られた。 

また、Ａ社から提出された「在職期間証明書」及び「個人台帳」により、申

立人が、昭和 46 年４月１日に入社してから現在まで継続して勤務しているこ

とが確認できるほか、当該提出資料のうち「個人台帳」により、申立人は 48

年 10 月１日付けでＡ社Ｂ出張所から同社Ｃ営業所に異動していることが確認

できる。 

さらに、Ａ社の人事部担当者から、申立人は、入社以来、転勤を繰り返して

いるが、継続して勤務しており、社会保険料も継続して控除されていたと考え

られる旨の回答が得られた。 

加えて、Ａ社は、申立人のＡ社Ｂ出張所における資格喪失日が昭和 48 年９

月 29 日となっていることについて、転勤の際の手続ミスと考えられるとし、

申立期間の社会保険料を給与から控除していたとしている。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



立人は、申立期間において、Ａ社Ｂ出張所に勤務し、厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ出張所における申立人の

昭和 48年８月のオンライン記録から、６万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主から、申立期間当時、申立人の被保険者資格の届出を提出する際

に誤りがあった旨の回答が得られたことから、事業主は昭和 48年９月 29日を

資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る

同年９月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入

の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保

険料を還付した場合を含む）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



茨城厚生年金 事案 1261 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の、Ａ社における資格取得日は昭和 36 年５月１日、資格喪失日は同

年９月 26 日であると認められることから、申立期間①に係る船員保険被保険

者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

 なお、申立期間①の標準報酬月額については、２万 6,000円とすることが妥

当である。 

 また、申立人の、Ａ社における資格取得日は昭和 37 年５月４日、資格喪失

日は同年 10月 11日であると認められることから、申立期間②に係る船員保険

被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

 なお、申立期間②の標準報酬月額については、３万 3,000円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年５月１日から同年９月 26日まで 

             ② 昭和 37年５月４日から同年 10月 11日まで 

年金事務所に船員保険加入記録を照会したところ、Ａ社所有のＢ船舶に乗

船していた昭和 36 年５月１日から同年９月 26 日までの期間及び 37 年５月

４日から同年 10月 11日までの期間について、記録が無い旨の回答を受けた。

手元の船員手帳で乗船が確認できるので、両申立期間について、船員保険の

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人から提出された船員手帳により、申立人が、

申立期間①当時、事業部員としてＣ社所有のＤ船舶（昭和 36 年５月６日か

ら同年５月 30日まで）及びＡ社所有のＢ船舶（同年５月 30日から同年９月

25 日まで）に乗船していたことのほか、Ｄ船舶からＢ船舶へは、洋上で転

船した旨の記載が確認できる。 

    また、Ａ社の船員保険被保険者名簿により、申立人を含む 16 人の事業部

員について、昭和 36 年５月１日に被保険者資格を取得したが、後にその取

得が取り消されている記録が確認できる。当該記録によれば、16 人全員に

ついて、「37.4.1」のゴム印が押されていることが確認できることから、資

格取消は、同日以後に行われたものと考えられるが、当該取消処理について

は、処理日や取消理由等の記載が無く、いつこのような処理が行われたかは



不明である。 

    さらに、上記資格が取り消されている 16 人のうち、２人について、別の

被保険者番号で再度昭和 36 年５月１日に被保険者資格を取得したが、やは

り資格取得が取り消されている記録が確認でき、うち１人（＊番）について

は、「＊番と重複のため取得取消」とする旨の記載が確認できるが、＊番に

ついては、上記 16人の資格取消者に含まれている。 

    加えて、上記資格が取り消されている 16 人のうち、１人（＊番）につい

ては、名簿上では被保険者資格が取り消されているものの、オンライン記録

では資格記録が存在している。 

    これらの事情を総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）における申

立人等に係る年金記録の管理及び処理が適切に行われていなかったものと

推認できることから、事業主は、申立人がＡ社において、昭和 36 年５月１

日に船員保険被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に対して

行ったと認められる。 

    また、申立人の被保険者資格喪失日については、上記被保険者名簿の記録

から確認できないが、申立人から提出された船員手帳により確認できる雇止

年月日の翌日である、昭和 36年９月 26日であると認められる。 

    なお、申立期間①の標準報酬月額については、申立期間①において、事業

部員として船員保険加入記録が存在する同僚の記録から、２万 6,000円とす

ることが妥当である。 

 

  ２ 申立期間②について、申立人から提出された船員手帳により、申立人が、

昭和 37 年５月４日から同年 10 月 10 日までの期間、事業部員としてＡ社所

有のＢ船舶に乗船していたことが確認できる。 

    また、申立人に係る船員保険被保険者台帳により、申立人がＡ社において、

昭和 37年５月４日に被保険者資格を取得していることが確認できる。 

    さらに、申立人の被保険者資格喪失日については、当該被保険者台帳の記

録では確認できないが、申立人から提出された船員手帳の記録により確認で

きる雇止年月日の翌日である、昭和 37年 10 月 11日であると認められる。 

    なお、申立期間②の標準報酬月額については、船員保険被保険者台帳の記

録から、３万 3,000円とすることが妥当である。 



茨城厚生年金 事案 1262 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間②について、申立期間②に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険

事務所(当時)に届け出た標準報酬月額であったと認められることから、標準報

酬月額を 22万円に訂正することが必要である。 

また、申立期間①及び上記訂正後の申立期間②に係る標準報酬月額について

は、当該期間のうち、平成３年６月及び同年８月は 36 万円、同年 12 月は 41

万円、４年７月は 47 万円、同年８月は 44 万円、同年 10 月は 30 万円、同年

11月及び同年 12月は 34万円、５年３月及び同年５月は 34万円、同年８月は

32万円、同年 10月は 36万円、同年 12月は 41万円、６年１月は 34万円、同

年２月は 32 万円、同年３月は 36 万円、同年４月は 32 万円、同年７月及び同

年 10 月は 36 万円、同年 11 月及び同年 12 月は 34 万円、７年１月は 30 万円、

同年２月は 32万円、同年３月は 34万円、同年６月は 32万円、同年７月は 34

万円、同年８月は 32 万円、同年９月は 30 万円、同年 10 月は 32 万円、同年

11月は 28万円、同年 12月は 34万円、８年１月は 30万円、同年３月は 34万

円、同年７月は 38 万円、同年８月は 32 万円、同年９月及び同年 10 月は 34

万円、同年 11 月は 32 万円、同年 12 月は 26万円、９年１月は 34 万円、同年

２月は 30万円、同年３月は 41万円、同年４月は 34万円、同年５月は 36万円、

同年６月及び同年７月は 32 万円、同年８月は 28 万円、同年９月は 36 万円、

同年 10 月は 38 万円、同年 11 月は 34 万円、同年 12 月は 38 万円、10 年１月

は 30万円、同年２月は 28万円、同年３月は 36万円、同年４月は 32万円、同

年５月は 30万円、同年６月は 34万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人の当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料(上記訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。)

を納付する義務を履行していないと認められる。 

さらに、申立期間③について、申立人は、申立期間③に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立人の

Ａ社における資格喪失日に係る記録を平成 10 年８月１日に訂正し、申立期間

③の標準報酬月額を 26万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年６月 10日から 10年４月１日まで 



             ② 平成 10年４月１日から同年７月 13日まで 

             ③ 平成 10年７月 13日から同年８月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ､Ａ社に勤務して

いた平成３年６月 10 日から 10 年７月 13 日までの期間の標準報酬月額が、

受け取った給与の金額と大きく相違している旨の回答を受けた。このため、

申立期間①及び②について、厚生年金保険の標準報酬月額の記録を厚生年金

保険料控除額に見合う額に訂正してほしい。 

また、平成 10 年７月 13 日以降も継続して勤務しており、10 年７月分の

給与から厚生年金保険料が控除されていた。このため、申立期間③について、

厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、オンライン記録では、申立人のＡ社における申立期

間に係る標準報酬月額は、当初、22 万円と記録されていたところ、平成 10

年７月 13 日付けで、同年４月１日に遡及して訂正され、９万 2,000 円に引

き下げられていることが確認できる。 

  一方、Ａ社に照会したところ、給与計算や社会保険関係等の担当は代表者

が行っており、標準報酬月額の引下げを社会保険事務所の職員の指導のもと

に行った旨の証言が得られた。 

  これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、上記のような記

録訂正処理を行う合理的な理由は見当たらないことから、標準報酬月額に係

る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 22 万円に訂正すること

が必要であると認められる。 

 

２ 申立期間①及び②について、申立人から提出された給与明細書（平成３年

６月分から 10 年６月分まで）により、85 月のうち 57 月の給与から控除さ

れている厚生年金保険料控除額は、オンライン記録上の標準報酬月額(申立

期間②については、上記訂正後の標準報酬月額。以下同じ。)より高い額に

対応する額であることが確認できるほか、同記録上の標準報酬月額より高い

額の給与を受けていることが確認できる。 

  また、申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てている

が、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下

「特例法」と言う。)に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基

づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと

認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月

額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を

認定することとなる。 

したがって、申立期間①及び上記訂正後の申立期間②に係る申立人の標準

報酬月額については、給与明細書において確認できる給与総支給額及び保険

料控除額から、平成３年６月及び同年８月は 36万円、同年 12月は 41万円、

４年７月は 47 万円、同年８月は 44 万円、同年 10 月は 30 万円、同年 11 月



及び同年 12月は 34万円、５年３月及び同年５月は 34万円、同年８月は 32

万円、同年 10 月は 36 万円、同年 12 月は 41 万円、６年１月は 34 万円、同

年２月は 32 万円、同年３月は 36 万円、同年４月は 32 万円、同年７月及び

同年 10月は 36万円、同年 11月及び同年 12 月は 34万円、７年１月は 30万

円、同年２月は 32 万円、同年３月は 34 万円、同年６月は 32 万円、同年７

月は 34 万円、同年８月は 32 万円、同年９月は 30 万円、同年 10 月は 32 万

円、同年 11 月は 28 万円、同年 12 月は 34 万円、８年１月は 30 万円、同年

３月は 34 万円、同年７月は 38 万円、同年８月は 32 万円、同年９月及び同

年 10月は 34万円、同年 11月は 32万円、同年 12月は 26万円、９年１月は

34万円、同年２月は 30万円、同年３月は 41 万円、同年４月は 34万円、同

年５月は 36 万円、同年６月及び同年７月は 32 万円、同年８月は 28 万円、

同年９月は 36万円、同年 10月は 38万円、同年 11月は 34万円、同年 12月

は 38万円、10 年 1月は 30万円、同年２月は 28万円、同年３月は 36万円、

同年４月は 32 万円、同年５月は 30 万円、同年６月は 34 万円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、給

与明細書において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬

月額と社会保険事務所で記録されている標準報酬月額が長期間にわたり一

致していないことから、事業主は、給与明細書により確認できる報酬月額又

は保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事

務所は、当該報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、85 月のうち、上記 57 月を除く 28 月については、給与明細書で確

認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記

録上の標準報酬月額を超えていないことから、特例法による保険給付の対象

に当たらないため、あっせんは行わない。 

 

３ 申立期間③について、申立人から提出された給与明細書により、申立人は、

Ａ社に勤務し、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

  また、オンライン記録によれば、Ａ社は平成 10年７月 13日に厚生年金保

険の適用事業所でなくなっているが、同社は申立期間において、法人事業所

であり､厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判

断できる。 

  したがって、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成 10 年８

月１日に訂正することが必要である。 

  また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額か

ら、26万円とすることが妥当である。 

なお、事業主は、申立期間において適用事業所でありながら、社会保険事

務所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、申立人の申立

期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



茨城厚生年金 事案 1263 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記

録を昭和 53 年６年 15 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 11 万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年６月 15日から同年７月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務して

いた期間のうち、昭和 53年６月 15日から同年７月１日までの期間について、

加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

昭和 53 年７月分及び同年８月分の給与明細書において、厚生年金保険料

が控除されていることが確認できるので、申立期間について厚生年金保険の

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与明細書により、申立人は、申立期間にＡ社に勤務

し、申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されていることが確認でき

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の給与明細書において確

認できる保険料控除額から、11万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、申立期間当時の事業主は不明としており、このほかにこれを確認できる

関係資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 



茨城厚生年金 事案 1264 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間について、申立人は、厚生年金被保険者として、その主張する標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立期間の申立人のＡ社Ｂ工場における標準報酬月

額を１万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人の当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年 10月１日から 39 年８月１日まで 

年金事務所に年金記録を照会したところ、Ａ社Ｂ工場に勤務していた期間

のうち、昭和 38 年 10 月１日から 39 年８月１日までの期間の標準報酬月額

が１万円であるとの回答を受けた。しかし、給与明細書でも分かるとおり、

少ないときでも１万 4,226円の給与を受け取っていたので標準報酬月額を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ社Ｂ工場の給与明細書により、申立期間の給与支給

額は、少ない時で１万 4,226円、多い時で２万 961円となっており、オンライ

ン記録（１万円）を超える給与が支給されていることが確認できるとともに、

標準報酬月額１万4,000円に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていることが確認できる。 

また、申立人は、申立期間に係る標準報酬月額の相違について申し立ててい

るが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成

19年法律第 131号）に基づき、標準報酬月額を改定及び決定し、これに基づき

記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月

額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認

定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、給与明細書

において確認できる保険料控除額から、１万4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ



ては、事業主は資料が保存されていないため不明としており、このほかに確認

できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行った

か否かについては、これを確認できる関連資料、周辺事情が無いことから、行

ったとは認められない。 



茨城厚生年金 事案 1265 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和 41 年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 4,000 円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年７月 31日から同年８月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務して

いた期間のうち、Ｂ市区町村の店舗からＣ都道府県の店舗へ異動した際の昭

和 41年７月 31日から同年８月 1日までの期間について、記録が無かった旨

の回答を受けた。 

私は、昭和 38年５月 21日に入社してから 47 年 10月に退職するまで、異

動はあったが途中で退職をしたことは無く、Ａ社に継続して勤務していたこ

とは間違いないので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者であった

ことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された同社の社員台帳と思われる書類及び同社の回答から、申

立期間において、申立人は、Ａ社に勤務し、Ａ社（Ｂ市区町村の店舗）におけ

る厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における厚生年金

保険被保険者原票の昭和 41 年６月の標準報酬月額から、２万 4,000 円とする

のが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主はこれを確認できる関連資料が無いため不明であるとしているが、

事業主が資格喪失日を昭和 41 年８月１日と届け出たにもかかわらず、社会保

険事務所（当時）がこれを同年７月 31 日と誤って記録することは考え難いこ

とから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年７月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険



事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む）、事業主は申立人に係る申立期間の

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 



茨城国民年金 事案 1130 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成５年４月から６年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年４月から６年３月まで 

ねんきん特別便を確認したところ、平成５年４月から６年３月までの国民

年金保険料の納付事実が確認できないことが判明した。 

申立期間については、平成５年３月末に退職後、すぐに国民年金に加入し、

Ａ市区町村役場において、保険料を一括納付したはずである。 

このため、申立期間について、国民年金保険料の納付事実が確認できない

ことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成５年３月末に勤務先を退職後、すぐに国民年金に加入し、申

立期間の保険料を一括納付したと主張しているが、申立人が国民年金に加入し

た時期は、直前の被保険者の国民年金手帳記号番号により、６年９月９日以降

であると考えられることから、申立人の主張には矛盾が認められる。 

また、申立人の国民年金被保険者資格取得年月日は、申立期間直後の平成６

年４月１日であることから、申立期間については、国民年金被保険者資格を有

しておらず、保険料を納付することはできない。 

さらに、申立人は、申立期間の保険料を過年度納付したことはないと主張し

ている。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無い上、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もう

かがえず、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは



できない。 



茨城国民年金 事案 1131 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 45年３月までの期間及び 46年４月から 48年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 45年３月まで 

② 昭和 46年４月から 48年３月まで 

ねんきん特別便を確認したところ、昭和 36年４月から 45年３月までの期

間及び46年４月から48年３月までの期間の国民年金保険料が未納とされて

いた。 

両申立期間については、昭和 36 年４月頃に、Ａ市区町村役場において国

民年金に加入し、継続して保険料を納付していた。 

昭和 47 年９月にＢ市区町村において飲食店を開業後、48 年及び 49 年の

保険料が未納であると知らされたため、50年 10月に、当該未納期間の保険

料１万 800円を一括納付しており、それ以外の期間は全て保険料を納付して

いたはずである。 

このため、両申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間①について、申立人は、昭和 36 年４月頃に、Ａ市区町村役場にお

いて国民年金に加入し、継続して保険料を納付していたと主張しているが、申

立人が国民年金に加入した時期は、直前の任意加入者の国民年金手帳記号番号

及び申立人に係る国民年金被保険者名簿の国民年金手帳送付日（昭和 50 年４

月 15 日）の記録から、昭和 50 年３月７日から同年４月 15 日の間であると考

えられることから、申立人の主張には矛盾が認められる。 

また、申立期間①は 108か月と長期間に及んでおり、期間途中に転居の事実

があることから、その全ての期間において、行政側の瑕疵
か し

により納付記録が消

滅したとは考え難い。 



さらに、申立人は、両申立期間の保険料を後からまとめて納付したことはな

いと主張しており、両申立期間の保険料を過年度納付及び特例納付したことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

加えて、両申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無い上、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もうかが

えず、ほかに両申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が両申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



茨城国民年金 事案 1132（事案 998の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年 11 月から 45 年３月までの国民年金保険料ついては、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 11月から 45年３月まで 

平成 21 年８月に、社会保険事務所（当時）を通じて年金記録確認Ａ地方

第三者委員会へ納付記録の訂正の申立てを行ったところ、申立期間のうち、

昭和 43 年 11 月から 45 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできないとの回答を得た。 

申立期間については、私が 20 歳になった時から、父が、Ｂ市区町村役場

において保険料を継続して納付してくれていたはずである。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについて、申立人には、申立人が国民年金に加入した

時期は、直前の任意加入者の国民年金手帳記号番号から、昭和 45 年７月１日

以降であると考えられ、申立期間について、申立人の父が、20 歳から継続し

て保険料を納付したとする申立人の主張には矛盾が認められるとして、既に当

委員会の決定に基づく平成22年４月28日付けで年金記録の訂正は必要でない

とする通知が行われている。 

申立人は、前回の申立てに係る当委員会の決定に納得できないと主張するが、

これは委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、そのほか

に委員会の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は、

申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



茨城国民年金 事案 1133 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46年３月から 54年２月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年３月から 54年２月まで 

年金事務所に照会したところ、昭和 54 年３月から国民年金に加入したこ

とになっているが、46年３月に、３歳になる娘を連れて、当時木造であった

Ａ市区町村役場に行って加入手続を行い、申立期間の保険料についてはＢ銀

行Ｃ支店で納付期限ごとに納付したはずである。 

このため、申立期間について未納の記録となっていることに納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 46 年にＡ市区町村役場において国民年金の加入手続を行っ

たと主張しているところ、申立人が現在所持している国民年金手帳の記号番

号が、社会保険事務所（当時）からＡ市区町村に払い出された時期は、54 年

３月２日であることが、払出簿により確認できることから、申立内容は矛盾

している。 

   また、申立人が所持する年金手帳には、昭和 54年３月 20日に任意で国民年

金被保険者資格を取得し、同時に付加年金に加入している記載があり、申立

人に係る国民年金被保険者台帳及び国民年金被保険者名簿の記録と全て一致

しており、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡はうかがえない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関係資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



茨城厚生年金 事案 1253 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年４月２日から 39年３月 28日まで 

             ② 昭和 39年４月１日から 41年 12月 26日まで 

             ③ 昭和 42年 12月１日から 43年１月 10日まで 

年金事務所で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社、Ｂ社及

びＣ社に勤務していた申立期間について、昭和 43 年５月 28 日に脱退手当

金が支給済みとなっており、同期間に係る厚生年金保険を受給できないこ

とが判明した。 

しかし、私は、脱退手当金を受け取っていないので、申立期間について

脱退手当金が支給済みとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係るＣ社における事業所別被保険者名簿には、脱退手当金が支給

されたことを示す「脱」の表示が確認でき、また、オンライン記録では、申

立人の同社に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約５か月後の昭和

43 年５月 28 日に、申立期間に係る脱退手当金が支給決定されているととも

に、申立期間以外に脱退手当金の計算の基礎となるべき未請求期間は無く、

申立期間に係る脱退手当金の実支給額についても法定支給額と一致しており、

計算上の誤りも無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立期間当時の事業主は既に他界している上、申立人が名前を挙げ

た同僚は連絡先不明のため、その当時の具体的な情報は得られない。 

さらに申立人から聴取しても申立期間に係る脱退手当金を受給した記憶が

無いと主張するのみで、ほかに申立人が申立期間に係る脱退手当金を受給し

ていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 1254 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年６月から 44年７月まで 

             ② 昭和 45年８月から 47年７月まで 

年金事務所で標準報酬月額を確認したところ、昭和 43 年６月から 44 年

７月までの期間及び 45 年８月から 47 年７月までの期間の標準報酬月額が、

実際の額と大幅に相違していることが判明した。 

私は、昭和 42 年６月頃にＡ社からＢ社へ出向し、46 年 12 月にＡ社へ戻

った。 

当時の給与支給額が確認できる職員名簿の写しと給与明細書の写しを提

出するので、当該期間の標準報酬月額を正しい金額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録

の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額

の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認

定することになる。 

申立人から、申立期間のうち、昭和 47 年２月から同年６月までの期間及び

同年８月の給与明細書が提出されているが、当該明細書により確認できる報

酬月額及び保険料控除額に見合う標準報酬月額は、被保険者名簿に記載され

ている標準報酬月額と一致していることから、特例法による保険給付の対象

に当たらないため、あっせんは行わない。 

また、申立期間のうち、給与明細書が保管されていない期間について、Ｂ

社に照会したところ、申立人の申立期間における保険料の控除及び納付に関

する資料が残存していないため、標準報酬月額の取扱いについて不明である



旨の回答が得られた。 

さらに、申立人が名前を挙げた同僚を含む５人に照会したものの、申立期

間における標準報酬月額の取扱いについて具体的な証言は得られなかった。 

加えて、申立人は、申立期間を含む、昭和 42 年６月から 46年 11 月までの

期間、Ｃ都道府県に赴任していたとしているところ、申立人が名前を挙げた

同僚４人及び同僚が名前を挙げた同僚３人の計７人のうち、６人がＣ都道府

県に赴任しており、申立人と同様、赴任期間及びその前後の期間において標

準報酬月額が低額となっていることが確認できる。 

このほか、被保険者名簿には、申立人の標準報酬月額が遡って訂正される

等、不自然な事務処理が行われた形跡は無く、申立人が申立期間においてそ

の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を控除されていたことをう

かがわせる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 1255 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年 10月１日から 35 年２月 10日まで 

    年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社Ｂ工場に

勤務していた期間のうち、昭和 33 年 10 月１日から 35 年２月 10 日までの

期間について、加入記録が無かった旨の回答を受けた。 

しかし、昭和 33 年 10 月１日から 35 年 12 月１日までの期間、Ａ社Ｂ工

場に勤務していたことは間違いないので、同期間について、厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間にＡ社Ｂ工場に勤務していたことは、同僚の証言から推

認できる。 

一方、申立期間にＡ社Ｂ工場において厚生年金保険被保険者資格を有して

いた同僚６人に照会したところ、５人から回答が得られ、そのうちの２人か

ら、申立期間当時、同社では、試用期間があった旨の証言が得られ、事実、

両者の資格取得日は、両者が証言する入社日よりも 10 か月ないし 16 か月遅

れていることから、同社では、必ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入さ

せる取扱いではなかった事情がうかがえる。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除された

事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申立期

間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 1256 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 12年８月１日から 13年 10月１日まで 

             ② 平成 13年 10月１日から 16 年 10月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務し

ていた期間のうち、平成 12 年８月１日から 16 年 10 月１日までの期間の標

準報酬月額が９万 8,000円である旨の回答を受けた。 

しかし、申立期間当時の給与明細書を持っており、給与総支給額と大き

く異なることが確認できるので、両申立期間について、適正な標準報酬月

額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録では、申立人のＡ社における標準

報酬月額は、当初、44 万円と記録されていたところ、平成 13 年３月８日

付けで、12 年８月１日に遡及して訂正され、９万 8,000 円に引き下げられ

ていることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る閉鎖商業登記事項全部証明書により、申立人は、平成

12 年５月 25 日から 18 年２月 28 日までの期間において、同社の取締役を

務めていたことが確認できる。 

また、申立期間当時の事業主に照会したところ、当時、Ａ社には多額の

社会保険料の滞納があり、社会保険事務所（当時）に出向き、滞納保険料

の処理方法について相談し、担当職員から指導を受け、事業を存続させる

ため、数名の幹部職員については標準報酬月額を大幅に減額しながらも被

保険者として残し、他の従業員については被保険者資格を喪失させた上で

正社員扱いからパートに切り替えた旨の回答が得られた。 

さらに、Ａ社に係る滞納処分票に申立人の名前が記載されていることが

確認できることから、申立人は同社の社会保険料の滞納について承知して

おり、その処理のために標準報酬月額を引き下げることについても了解を

していたものと推認できる。 



加えて、申立人と同様、申立期間の標準報酬月額が遡及訂正処理されて

いる同僚４人に照会したところ、３人から回答が得られ、申立人は経営に

関する決定権を有していた旨のほか、当時、事業主と取締役であった申立

人が、同社の経営状態、社会保険料の滞納の処理方法等について従業員に

説明を行っていた旨の証言が得られたことから、事業主と申立人は、相談

の上、申立人を含む幹部職員数名の標準報酬月額を遡って引き下げる届出

を行うことで保険料の滞納を解消したものと考えるのが自然である。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の取締役として自らの標

準報酬月額に係る記録訂正処理が行われることに同意しながら、この減額

処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の

申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認め

ることはできない。 

 

２ 申立期間②について、オンライン記録では、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額が遡及訂正された形跡は無く、事務処理上の不自然さは見られ

ない。 

  また、Ａ社の当時の事業主に照会したところ、申立人の申立期間に係る

標準報酬月額について、実際に支給していた給与額に対し低い額（９万

8,000 円）で社会保険事務所に届出を行っていた旨のほか、このことにつ

いて申立人は承知していた旨の回答が得られた。 

ところで、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律（以下「特例法」という。）第１条第１項ただし書では、特例対象者

（申立人）が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行してい

ないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合については、

記録訂正の対象とすることはできない旨が規定されており、Ａ社に係る閉

鎖商業登記事項全部証明書により、申立人は、申立期間において、同社の

取締役を務めていたことが確認できるとともに、申立人は、前述のとおり、

申立期間に同社の事業主と相談し、保険料の滞納額の処理をしていること

から、申立人が申立てに係る届出に関与していなかったとは考え難い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

特例法第１条第１項ただし書の規定により、申立人は、当該期間において

「厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り

得る状態であったと認められる場合」に該当すると認められることから、

当該期間については、同法に基づく記録訂正の対象とすることはできず、

申立人の当該期間の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできな

い。 



茨城厚生年金 事案 1257 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年７月１日から 40年８月１日まで 

    年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務し

ていた昭和 39 年７月１日から 40 年８月１日までの期間について、記録が

無かった旨の回答を受けた。 

    Ａ社には、Ｂ氏の紹介で入社し、勤務していたことは間違いないので、

申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

勤務期間は不明であるが、申立人がＡ社に勤務していたことは複数の同僚

の証言から推認できる。 

一方、Ａ社に照会したところ、申立人に係る当時の勤務状況及び厚生年金

保険の適用については確認できない旨の回答が得られた。 

また、申立人が名前を挙げた同僚５人のうち、連絡先の判明した３人及び

申立期間にＡ社において厚生年金保険被保険者資格を有していた同僚のうち、

連絡先の判明した３人の計６人に照会したところ、５人から回答が得られ、

そのうち２人（申立人が名前を挙げた者）から、申立人が同社に勤務してい

たことは覚えているが、正確な勤務期間や厚生年金保険の加入については分

からない旨の証言が得られた。 

さらに、申立期間に係るＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、

申立人の名前は無く、健康保険整理番号に欠番も見られないことから、申立

人の記録が欠落したものとは考え難い。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除された

事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申立期

間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事



業主により、給与から控除されていることを認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 1258 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年 11月１日から 35 年 11月１日まで 

    年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務し

ていた昭和 34 年 11 月１日から 35 年 11 月１日までの期間について、加入

記録が無かった旨の回答を受けた。 

しかし、上記期間について、Ａ社Ｂ営業所に勤務していたことは間違い

ないので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人が名前を挙

げた同僚７人全員の名前が確認できることから、申立人が同社に勤務してい

たことは推認できる。 

一方、上記同僚に照会したところ、回答が得られた３人からは、申立人の

勤務の有無についての具体的な証言は得られなかったほか、そのうちの１人

から、当時は３か月の見習期間があり、それ以上の期間、様子が見られる場

合もあった旨の証言が得られた。 

また、Ａ社に照会したところ、同社が保管する従業員の管理簿には、申立

人の名前は無く、申立人の勤務は確認できない旨のほか、当時は３か月の試

用期間を経て厚生年金保険に加入させていたことから、厚生年金保険の加入

記録の無い申立人について、１年間加入させていなかったということであれ

ば、すぐ辞める可能性があった等の何らかの事情があり、加入させなかった

ものと考えられる旨の回答が得られた。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人の名

前は無く、健康保険整理番号に欠番も無いことから、申立人の記録が欠落し

たものとは考え難い。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除された

事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申立期

間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も見当



たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



茨城厚生年金 事案 1266 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年７月 21日から 57 年８月 17日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務し

ていた期間のうち、昭和 55 年７月 21 日から 57 年８月 17 日までの期間に

ついて、記録が無かった旨の回答を受けた。 

昭和 55 年７月 21 日ごろ、Ａ社から、同社が経営していたＢ社Ｃ店に転

勤を命じられ、同社に勤務していたことは間違いないので、申立期間につ

いて厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

労働局に照会したところ、申立人は、Ａ社において、昭和 52 年３月 30 日

に雇用保険被保険者資格を取得し、55 年７月 20 日に離職しているとの回答

が得られた。 

また、Ａ社に照会したところ、申立期間当時の書類は火災により焼失して

いるため、申立人の申立期間における勤務状況及び厚生年金保険の適用に関

しては、確認することができない旨の回答が得られた。 

さらに、申立人が名前を挙げた同僚４人及び申立期間にＡ社において厚生

年金保険被保険者資格を有していた者８人の計 12 人に照会したところ、回答

が得られた５人のうち１人から、申立人はＢ社Ｃ店に勤務していたものの、

昭和 56年８月頃には、既に退職していた旨の証言が得られた。 

加えて、上記回答が得られた５人からは、申立人の申立期間における厚生

年金保険の適用に関する具体的な証言は得られなかった。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人は、

昭和 55 年７月 21 日に厚生年金保険被保険者資格を喪失し、健康保険証を同

年７月 25日に返納していることが確認できる。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除された

事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申立期

間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も見当



たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



茨城厚生年金 事案 1267 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 32年 10月から 33年５月まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務し

ていた昭和 32 年 10 月から 33 年５月までの期間について、加入記録が無

かった旨の回答を受けた。 

申立期間について、勤務していたことは間違いないので、厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に申立人がＡ社においてＢ職として勤務していたことは、同僚の

証言からうかがえる。 

一方、申立期間当時、Ａ社に勤務していた同僚のうち、連絡先の判明した

６人に照会したところ、４人から回答が得られたものの、申立人の厚生年金

保険の加入に関する具体的な証言は得られなかった。 

また、Ａ社は、平成元年６月１日に厚生年金保険の適用事業所に該当しな

くなっているほか、閉鎖登記簿謄本に記載されている申立期間当時の代表取

締役及び取締役は既に他界又は連絡先不明であり、当時の状況について確認

することができない。 

さらに、申立人が記憶する同僚４人のうち、２人については、Ａ社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿に名前が確認できないことから、申立期

間において、同社では、必ずしも従業員全員を厚生年金保険に加入させる取

扱いではなかった事情がうかがえる。 

加えて、申立期間に係るＡ社における健康保険厚生年金保険被保険者名簿

には、申立人の名前は見当たらず、健康保険整理番号に欠番も無いことから、

申立人の記録が欠落したことは考え難い。 

このほか、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除された

事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、申立人の申立期

間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料、周辺事情も見当



たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 1268 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56年 10月１日から平成２年１月 21日まで 

  ② 平成２年１月 21日から７年７月 20日まで 

年金事務所で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社に勤務し

ていた昭和 56 年 10 月１日から平成２年１月 21 日までの期間及びＢ社（現

在は、Ｃ社）に勤務していた同年１月 21 日から７年７月 20 日までの期間

について、私の記憶する給与と標準報酬月額が相違することが判明した。 

このため、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ｄ年金基金から提出された「厚生年金基金給付計

算書」によると、申立期間における各定時決定時及び各随時改定時の標準

報酬月額は、全てオンライン記録と一致していることが確認できる。 

また、Ａ社に照会したところ、申立期間当時の賃金台帳等は残存しない

ため、申立人の申立期間における標準報酬月額を確認することはできない

旨の回答が得られた。  

さらに、申立人から提出された昭和 63 年３月分の給与内訳書では、社会

保険料として、厚生年金保険料、健康保険料及び雇用保険料の合計額２万

5,623 円が控除されていることが確認できるところ、Ａ社から、当時、厚

生年金保険料の保険料率は 46/1,000 であり、当該社会保険料合計額２万

5,623 円のうち、厚生年金保険料は１万 4,720 円である旨の回答が得られ

た。 

加えて、上記厚生年金保険料１万 4,720 円に対応する標準報酬月額は 32

万円であり、オンライン記録と一致していることが確認できる。 

 

２ 申立期間②について、Ｂ社から提出された「厚生年金保険被保険者標準

報酬決定通知書」（写）によると、申立期間における各定時決定時の標準



報酬月額は、全てオンライン記録と一致していることが確認できる。 

  また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、

記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認

められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額

の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を

認定することとなる。 

  しかし、Ｂ社から提出された申立人に係る「給与台帳」によると、給与

支給額に対応する標準報酬月額または、実際に控除されている保険料に対

応する標準報酬月額のいずれか低い金額が、申立期間において、オンライ

ン記録における標準報酬月額を超える額ではないことから、特例法による

保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

 

３ このほか、申立人が両申立期間において、その主張する標準報酬に基づ

く厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる関連資料、周辺事

情も見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り、給与から控除されていたことを認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 1269 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年２月１日から 58年７月 31日まで 

年金事務所で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社Ｂ支社に

勤務していた昭和 54 年２月１日から 58 年７月 31 日までの期間について、

私が記憶している給与支給月額と比較して低額である旨の回答を受けた。 

私が所持している給与明細書８か月分により、給与支給月額が確認でき

るので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録

の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額

の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認

定することになる。 

申立人から提出された、Ａ社における給与明細書によると、厚生年金保険

料控除額に見合う標準報酬月額は、申立期間のうち、昭和 56 年４月及び同年

８月は８万円、56 年 11 月から 57 年４月までは 30 万円であり、申立人の厚

生年金保険被保険者原票上の標準報酬月額と一致していることから、当該期

間については、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは

行わない。 

また、申立期間のうち、昭和 56 年２月及び同年３月、同年６月及び同年７

月、同年９月及び同年 10 月、57 年５月から 58 年６月までの期間について、

Ａ社から提出された、申立人に係る「健康保険厚生年金保険被保険者台帳」

に記載されている保険料控除額は、申立人の厚生年金保険被保険者原票上の

標準報酬月額に見合う金額と一致していることが確認できる。 



さらに、Ａ社からは、申立期間当時の賃金台帳等の資料が無いため、申立

期間全体に係る詳細な給与支給額及び厚生年金保険料控除額を確認すること

はできない旨の回答が得られた。 

加えて、申立期間当時、Ａ社Ｂ支社において被保険者資格を有していた４

人（申立人が名前を挙げた同僚２人を含む。）に照会したところ、全員から

回答があり、うち１人から毎月の給与は成績に応じて激しい変動があったが、

自身の標準報酬月額については間違いないと思う旨の証言が得られた。 

このほか、申立人の厚生年金保険被保険者原票には、遡って訂正処理が行

われた等、不自然な事務処理が行われた形跡は無く、申立人が申立期間にお

いて、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を控除されていた

ことをうかがわせる関連資料、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断すると、

申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により、給

与から控除されていたことを認めることはできない。 


